
総合型確定給付企業年金基金に対する外部監査を巡っては、公認会計士等との「合意された手続き（Agreed 
Upon Procedures=ＡＵＰ）」の詳細が２０１８年４月２０日に、第２０回社会保障審議会企業年金部会に示さ
れ、その後、４月２７日に、この内容を盛り込んだ厚生労働省通知の改正案がパブリックコメント手続きに付
されています。

当年金ＮＥＷＳでは、これまでに厚生労働省が示しているＡＵＰの内容を整理しましたので、ご案内いたし
ます。

本資料は、作成時点における信頼できる情報にもとづいて作成されたものですが、その情報の確実性を保証するものではありません。
本資料に含まれる会計・税務・法律等の取扱いについては、公認会計士・税理士・弁護士等にご確認のうえ、貴団体自らご判断ください。

◇２０１８．5．8 日本生命保険相互会社 団体年金コンサルティングＧ 発行（日本-年基-201805-170-0089-D）

TEL : 03-5533-5572

〔受付時間：月～金曜日 9:00～17:00 (祝日、12/31～1/3を除く。）〕

E-mail : kikinmadoguti@nissay.co.jp 
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年金ＮＥＷＳに関する照会先

総合型ＤＢ基金に対するＡＵＰの導入について
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【内容】
（別紙）総合型ＤＢ基金に対するＡＵＰの導入について
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